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      家 葬儀執行日程 

 

 

 

 

日程 時間 

葬儀・告別式 

（葬儀式） 

  月  日 

午前・午後  時  分から（開式） 

午前・午後  時  分まで（出棺） 

 

葬
儀
会
場
の
準
備 

自
宅
・
集
会
所
・
寺
院
・
教
会
内

の
動
か
せ
る
家
具
類
（
タ
ン
ス
・

机
・
イ
ス
な
ど
）
を
片
付
け
、
葬

儀
会
場
と
し
て
使
用
で
き
る
ス

ペ
ー
ス
を
確
保
し
て
お
き
ま
す
。 

 

市
役
所
で
申
し
込
み 

『
死
亡
診
断
書
（
死
体
検
案
書
）』

を
持
っ
て
、
市
民
課
で
死
亡
届
を

提
出
、
続
い
て
斎
園
課
で
葬
儀
の

申
し
込
み
を
行
い
、
『
埋
火
葬
許

可
証
・
遺
骨
引
換
書
・
申
請
書
類

一
式
』
を
お
受
け
取
り
下
さ
い
。 

 
市
営
葬
儀
の
申
し
込
み
か
ら 

葬
儀
終
了
ま
で 

 

 

葬
儀
の
日
程
に
よ
り
進
め
方
が

前
後
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

 

職
員
か
ら
葬
儀
進
行
の
説
明 

通
夜
式
、
葬
儀
・
告
別
式
の
具
体

的
な
流
れ
と
進
行
を
説
明
い
た

し
ま
す
。
焼
香
順
位
や
火
葬
場
ま

で
の
配
車
の
確
認
な
ど
も
こ
の

と
き
一
緒
に
行
い
ま
す
。 

 

納
棺
・
祭
壇
の
飾
り
付
け 

ご
遺
体
を
棺
に
納
め
さ
せ
て
い

た
だ
き
、
会
場
を
幕
で
装
飾
、
祭

壇
を
設
置
し
ま
す
。
祭
壇
は
会
場

に
合
わ
せ
て
２
段
か
３
段
、
ま
た

は
簡
易
祭
壇
を
使
用
し
ま
す
。 

 

ご
遺
体
の
搬
送 

会
場
と
な
る
自
宅
・
集
会
所
・
寺

院
・
教
会
に
ご
遺
体
を
搬
送
い
た

し
ま
す
。
会
場
ま
で
の
距
離
が
離

れ
て
い
る
場
合
は
搬
送
用
の
寝

台
車
が
必
要
と
な
り
ま
す
。 

 

 

葬
儀
・
告
別
式
（
葬
儀
式
） 

開
式
前
に
司
会
者
と
打
ち
合
わ

せ
を
し
ま
す
。
開
式
１
時
間
前
に

は
礼
服
に
着
替
え
て
葬
儀
会
場

に
待
機
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

式
の
な
が
れ
は
４
ペ
ー
ジ
参
照
。 

 

通
夜
式 

通
夜
式
に
は
市
営
葬
儀
担
当
職

員
は
つ
き
ま
せ
ん
の
で
進
行
に

不
安
の
あ
る
方
は
【
式
進
行
補
助

員
】
を
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。 

式
の
な
が
れ
は
４
ペ
ー
ジ
参
照
。 

 

必
要
な
も
の
の
手
配 

祭
壇
脇
に
飾
る
供
花
や
、
会
葬
者

へ
の
返
礼
品
、
仕
出
し
料
理
、
送

迎
バ
ス
、
貸
衣
装
、
貸
布
団
な
ど

葬
儀
に
必
要
な
も
の
を
手
配
し

て
く
だ
さ
い
。 

 

夜
間
の
受
付
に
つ
い
て 

夜
間
受
付
の
宿
日
直
員
は
葬
儀
専

門
職
員
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

葬
儀
の
説
明
や
ご
遺
体
の
搬
送
、

宗
教
者
の
紹
介
な
ど
は
翌
朝
に
市

営
葬
儀
担
当
職
員
が
行
い
ま
す
。 

 

火
葬
・
お
骨
あ
げ 

火
葬
か
ら
お
骨
あ
げ
ま
で
の
時
間

は
点
火
か
ら
約
２
時
間
と
な
っ
て

い
ま
す
。
火
葬
に
つ
い
て
の
詳
細

は
１２

ペ
ー
ジ
参
照
。 

 

出
棺 

喪
主
は
霊
柩
車
の
助
手
席
に
、
ほ

か
の
遺
族
・
親
族
は
バ
ス
や
タ
ク

シ
ー
、
自
家
用
車
で
火
葬
場
へ
向

か
い
ま
す
。
車
両
の
手
配
に
つ
い

て
の
詳
細
は
５
ペ
ー
ジ
参
照
。 

 

自宅・集会所・寺院・教会などでの葬儀 １ 



 

 

  

■
祭
壇
と
幕
の
飾
り
付
け 

ご
当
家
の
宗
旨
に
合
わ
せ
た
祭
壇
を
飾
り

ま
す
。
祭
壇
は
式
場
の
広
さ
に
合
わ
せ
て

２
段
か
３
段
、
ま
た
は
簡
易
祭
壇
を
使
用

し
ま
す
。
無
宗
教
の
葬
儀
の
場
合
は
受
付

で
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。 

■
火
葬
・
お
骨
あ
げ 

火
葬
炉
点
火
か
ら
お
骨
あ
げ
ま
で
は
約
２

時
間
で
す
。 

お
骨
あ
げ
の
予
定
時
間
の
１０
分
前
に
は
火

葬
場
待
合
ロ
ビ
ー
で
お
待
ち
く
だ
さ
い
。

お
骨
あ
げ
は
す
べ
て
告
別
式
の
当
日
に
行

い
ま
す
。 

■
ご
納
棺
・
布
張
棺 

職
員
が
故
人
を
棺
に
納
め
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
故
人
が
衣
服
を
着
て
い
な
い
場

合
は
下
着
・
浴
衣
な
ど
を
用
意
し
て
く
だ

さ
い
。
な
お
職
員
に
よ
る
湯
灌
や
清
拭
、

化
粧
は
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。 

 

 
□
市
営
葬
儀
使
用
料
に
含
ま
れ
る
も
の 

■
芳
名
カ
ー
ド
・
ホ
ル
ダ
ー 

芳
名
帳
・
香
典
帳
・
供
花
供
物
帳
を
兼
ね

た
芳
名
カ
ー
ド
が
１
０
０
枚
付
き
ま
す
。

カ
ー
ド
を
綴
る
ホ
ル
ダ
ー
付
き
。
カ
ー

ド
、
ホ
ル
ダ
ー
の
追
加
は
別
途
費
用
。 

■
ド
ラ
イ
ア
イ
ス 

１
回
１
日
分
を
ご
遺
体
安
置
の
時
に
使
用

し
ま
す
。
２
回
目
以
降
の
追
加
は
別
途
費

用
と
な
り
ま
す
。 

■
礼
状
ハ
ガ
キ
（
２
０
０
枚
） 

粗
供
養
品
と
一
緒
に
会
葬
者
に
渡
し
て
く

だ
さ
い
。
故
人
名
な
ど
の
印
刷
や
清
め
塩

は
別
途
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。 

■
案
内
紙 

自
宅
玄
関
に
貼
り
つ
け
る
忌
中
札
や
受
付

用
紙
、
車
番
紙
な
ど
の
セ
ッ
ト
で
す
。 

■
白
木
位
牌
（
霊
璽
・
白
木
十
字
架
） 

仏
式
の
場
合
は
戒
名
や
法
名
を
書
い
て
い

た
だ
く
白
木
位
牌
が
つ
き
ま
す
。
神
式
に

は
故
人
の
名
前
を
入
れ
る
霊
璽
、
キ
リ
ス

ト
式
は
白
木
の
十
字
架
が
つ
き
ま
す
。 

◇
供
花
・
樒
（
し
き
み
） 

担
当
花
店
が
祭
壇
に
供
え
る
ア
レ
ン
ジ
花

を
お
届
け
い
た
し
ま
す
。
そ
の
他
の
祭
壇

ま
わ
り
の
供
花
や
門
前
樒
、
各
種
団
体
か

ら
の
送
り
花
も
で
き
る
だ
け
担
当
花
店
を

通
し
て
手
配
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

◇
粗
供
養
（
会
葬
返
礼
品
） 

余
っ
た
も
の
は
返
品
可
能
で
す
の
で
、
予

想
さ
れ
る
数
量
よ
り
多
め
に
注
文
し
て
く

だ
さ
い
。
清
め
塩
や
印
刷
入
り
の
礼
状
ハ

ガ
キ
は
別
途
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。  

 
 

◇
は
じ
め
に 

市
営
葬
儀
は
市
の
直
営
事
業
で
す
の
で
、
市
職
員
か
ら
特
定
の
業
者
を
紹
介
す
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。
業
者
の
選
択
は
申
込
時
に
お
渡
し
す
る
【
市
営
葬
儀
登
録
業
者
名
簿
】
の
中
か

ら
、
ま
た
は
タ
ウ
ン
ペ
ー
ジ
な
ど
で
お
調
べ
い
た
だ
い
た
業
者
に
ご
当
家
か
ら
直
接
依
頼
し

て
く
だ
さ
い
。
各
業
者
が
見
本
や
カ
タ
ロ
グ
な
ど
を
持
っ
て
ご
自
宅
や
葬
儀
会
場
に
注
文
を

受
け
に
お
伺
い
い
た
し
ま
す
。 

◇
必
要
に
応
じ
て
別
途
手
配
す
る
も
の 

◇
貸
衣
装
・
貸
布
団 

モ
ー
ニ
ン
グ
・
略
礼
服
・
ア
ン
サ
ン
ブ

ル
・
着
物
な
ど
を
手
配
し
て
く
だ
さ
い
。

集
会
所
や
寺
院
・
教
会
な
ど
の
葬
儀
会
場

で
宿
泊
さ
れ
る
方
は
貸
布
団
を
手
配
し
て

く
だ
さ
い
。 

◇
香
炉
セ
ッ
ト 

香
炉
・
線
香
灰
・
抹
香
・
火
種
が
セ
ッ
ト

に
な
っ
て
い
ま
す
。
自
宅
で
の
法
要
を
さ

れ
る
方
は
手
配
し
て
く
だ
さ
い
。 

   

 
 

 

◇
胴
骨
箱 

大
（
７
寸
）・
中
（
５
寸
）・
小
（
４
寸
）

の
３
種
類
を
火
葬
場
で
販
売
し
て
い
ま

す
。
骨
箱
は
仏
式
・
神
式
の
白
地
と
、
キ

リ
ス
ト
式
の
黒
地
の
２
種
類
か
ら
選
ん
で

い
た
だ
け
ま
す
。 

白装束（仏衣） 

２ 自宅・集会所・寺院・教会などでの葬儀 



 

 

 

こ
れ
ら
の
も
の
は
市
営
葬
儀
担
当
職
員
が
説
明
し
て
ご
当
家
に
お
渡
し
い
た
し
ま
す
。 

不
明
な
点
な
ど
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
そ
の
際
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。 

■
白
装
束
（
神
衣
） 

仏
式
の
場
合
は
白
装
束
（
経
帷
子
・
手

甲
・
足
袋
・
六
文
銭
入
り
頭
陀
袋
・
数

珠
）
が
つ
き
ま
す
。
神
式
の
場
合
は
神
衣

（
白
衣
・
袴
・
足
袋
・
烏
帽
子
・
笏
・
扇

子
な
ど
）
が
つ
き
ま
す
。 

■
告
別
式
の
司
会
進
行 

告
別
式
（
葬
儀
式
）
当
日
の
司
会
進
行
で

す
。
通
夜
式
に
は
職
員
は
つ
き
ま
せ
ん
。

通
夜
式
の
進
行
が
必
要
な
方
は
【
式
進
行

補
助
員
】
を
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。 

■
遺
影
カ
ラ
ー
写
真 

ピ
ン
ト
の
合
っ
た
故
人
の
写
真
を
用
意
し

て
く
だ
さ
い
。
集
合
写
真
で
も
可
。 

額
縁
、
飾
り
の
リ
ボ
ン
が
つ
き
ま
す
。 

白
黒
写
真
を
選
ぶ
こ
と
も
で
き
ま
す
。 

■
ご
遺
体
の
搬
送 

葬
儀
会
場
（
自
宅
・
集
会
所
・
寺
院
・
教

会
な
ど
）
か
ら
火
葬
場
へ
搬
送
い
た
し
ま

す
。
霊
柩
車
は
モ
ダ
ン
な
洋
型
に
な
り
ま

す
。
※
宮
型
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

病
院
か
ら
ご
自
宅
へ
の
搬
送
、
自
宅
か
ら

集
会
所
・
寺
院
・
教
会
へ
の
搬
送
な
ど
は

別
途
費
用
と
な
り
ま
す
。 

■
骨
袋
・
飾
台 

仏
式
・
神
式
は
白
の
骨
箱
と
骨
壺
が
セ
ッ

ト
に
な
り
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
式
は
黒
の
骨

箱
が
セ
ッ
ト
に
な
り
ま
す
。
胴
骨
箱
は

大
・
中
・
小
の
３
種
類
を
火
葬
場
で
別
途

販
売
し
て
お
り
ま
す
。 

■
電
気
灯
明
・
巻
線
香 

電
気
灯
明
は
自
宅
で
ロ
ウ
ソ
ク
の
代
わ
り

に
お
使
い
い
た
だ
け
ま
す
。
渦
巻
線
香
は

１
枚
約
１２
時
間
使
用
で
き
る
も
の
が
１
箱

（
１４
枚
）
付
い
て
い
ま
す
。 

■
枕
飾
セ
ッ
ト 

仏
式
は
ロ
ウ
ソ
ク
立
て
・
線
香
立
て
・
花

立
て
・
水
入
れ
・
仏
飯
器
・
供
え
皿
の
セ

ッ
ト
が
つ
き
ま
す
。 

神
式
は
瓶
子
・
水
玉
・
供
え
皿
・
神
鏡
・

か
が
り
火
台
・
榊
立
が
つ
き
ま
す
。 

キ
リ
ス
ト
式
は
専
用
の
燭
台
が
１
対
つ
き

ま
す
。 

■
白
木
机 

写
真
立
て
が
つ
い
て
い
ま
す
。
各
宗
旨
で

枕
飾
や
自
宅
用
の
祭
祀
台
と
し
て
使
用
し

て
い
た
だ
け
ま
す
。 

別
途
販
売
の
後
飾
と
組
み
合
わ
せ
て
使
用

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。 

◇
仕
出
し
料
理 

通
夜
料
理
、
精
進
落
と
し
な
ど
の
会
食
を

さ
れ
る
方
は
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。 

※
火
葬
場
待
合
室
で
は
仕
出
し
料
理
を
注

文
し
配
膳
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。 

 
 

 

◇
式
進
行
補
助
員 

通
夜
式
の
司
会
進
行
を
は
じ
め
、
葬
儀
全

般
の
お
手
伝
い
を
い
た
し
ま
す
。 

詳
細
は
１３

ペ
ー
ジ
参
照 

◇
送
迎
バ
ス 

葬
儀
会
場
か
ら
火
葬
場
ま
で
お
送
り
す
る

バ
ス
で
す
。
詳
細
は
５
ペ
ー
ジ
参
照 

◇
自
宅
（
葬
儀
会
場
）
へ
の
搬
送 

病
院
か
ら
自
宅
へ
戻
る
時
や
、
自
宅
か
ら

葬
儀
会
場
と
な
る
集
会
所
・
寺
院
・
教
会

へ
の
搬
送
は
別
途
費
用
と
な
り
ま
す
。
料

金
は
申
込
み
時
に
お
伝
え
致
し
ま
す
。 

詳
細
は
共
通
参
考
事
項
１１

ペ
ー
ジ
参
照 

 

こ
れ
ら
の
「
別
途
手
配
す
る
も
の
」
の
中
に

は
、
申
し
込
み
の
際
に
手
配
す
る
も
の
、
市

営
葬
儀
担
当
職
員
に
依
頼
す
る
も
の
、
各
業

者
に
直
接
注
文
す
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。 

手
配
漏
れ
が
な
い
よ
う
に
、
準
備
の
際
に
は 

６
ペ
ー
ジ
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
で
確
認
を
行

っ
て
く
だ
さ
い
。 

◇
後
飾 

市
営
葬
儀
使
用
料
に
含
ま
れ
る
白
木
机
と

組
み
合
わ
せ
て
使
用
す
る
自
宅
用
の
祭
祀

台
で
す
。
白
木
机
だ
け
で
は
胴
骨
箱
や
お

供
え
を
置
く
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
手

配
し
て
く
だ
さ
い
。 

◇
仏
具 

り
ん
や
ロ
ウ
ソ
ク
、
線
香
な
ど
の
仏
具
が

な
い
方
は
仏
具
屋
な
ど
で
用
意
し
て
く
だ

さ
い
。 

◇
宗
教
者
へ
の
お
礼 

御
礼
の
額
は
宗
教
者
に
直
接
お
尋
ね
く
だ

さ
い
。
※
失
礼
に
は
当
た
り
ま
せ
ん
。 

お
礼
用
の
封
筒
を
用
意
し
て
く
だ
さ
い
。 

◇
受
付
用
テ
ン
ト
・
机
・
イ
ス 

自
治
会
が
所
有
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
の

で
ま
ず
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。 

自
治
会
所
有
の
も
の
が
無
い
場
合
は
担
当

花
店
に
お
尋
ね
下
さ
い
。 

自宅・集会所・寺院・教会などでの葬儀 ３ 



１ 

通
夜
式
が
は
じ
ま
る
ま
で 

 

依
頼
し
て
い
れ
ば
式
進
行
補
助
員
と
の

打
ち
合
わ
せ 

 

受
付
の
準
備 

２ 

開

式

前 

 

導
師
に
あ
い
さ
つ
（
入
退
場
・
焼
香
の

タ
イ
ミ
ン
グ
な
ど
を
確
認
） 

 

遺
族
・
親
族
は
葬
儀
会
場
に
入
場 

 

焼
香
の
用
意
（
開
式
１０
分
前
に
香
炉
の

火
種
に
着
火
） 

３ 

通

夜

式 

 

導
師
入
場 

 

喪
主
・
遺
族
・
親
族
・
会
葬
者
と
続
い

て
随
意
焼
香 

４ 

閉 

式 

 

導
師
退
場 

 

当
家
代
表
か
ら
お
礼
の
あ
い
さ
つ 

５ 

通
夜
式
が
終
わ
っ
て
か
ら 

 

遺
族
・
親
族
で
会
食 

 

焼
香
順
位
の
確
認 

 

翌
日
火
葬
場
へ
同
行
す
る
人
数
確
認 

通
夜
式
の
な
が
れ 

～
仏
式
の
一
例
～ 

通夜式に市営葬儀担当職員はつきません。【式進行補助員】を依頼されない場合は、親族や自治会の

方で世話役を決め、導師と打ち合わせ（入退場や焼香のタイミングなど）の上進行してください。 

通夜式終了後に親族が揃っているところで、焼香順位を確認してください。また翌日火葬場に同行す

る人数に合わせて、車両を手配してください。 

 

 

１ 

式
が
は
じ
ま
る
ま
で 

 

焼
香
順
位
の
準
備 

 

披
露
す
る
弔
電
の
準
備 

 

出
棺
の
時
に
位
牌
・
遺
影
写
真
・
骨
袋
を
持
つ

方
を
決
定
し
て
お
く 

２ 

司
会
者
と
打
ち
合
わ
せ 

 

喪
主
・
親
族
の
代
表
者
は
開
式
１
時
間
前
に
は

礼
服
に
着
替
え
て
待
機
し
て
お
く 

 

司
会
者
か
ら
式
次
第
の
説
明 

３ 

開

式

前 

 

導
師
に
あ
い
さ
つ 

 

司
会
者
の
案
内
で
葬
儀
会
場
に
入
場
・
着
席 

４ 
開 

式 

 

導
師
入
場 

 

読
経
な
ど 

 

導
師
の
焼
香
・
引
導
作
法
な
ど 

５ 

弔
辞
・
弔
電
・
焼
香 

 

弔
辞
披
露 

 

司
会
者
が
弔
電
の
代
読 

 

焼
香
順
位
に
基
づ
い
て
の
焼
香 

葬
儀
・
告
別
式
（
葬
儀
式
）
の
な
が
れ 

～
仏
式
の
一
例
～ 

式
が
始
ま
る
ま
で
に
用
意
し
て
い
た
だ
く
焼
香
順

位
と
弔
電
の
芳
名
・
会
社
名
に
は
必
ず
ふ
り
が
な

を
打
っ
て
く
だ
さ
い
。 

ま
た
代
読
さ
せ
て
い
た
だ
く
弔
電
は
本
文
読
み
上

げ
分
５
通
と
、
芳
名
の
み
の
読
み
上
げ
分
１０
通
の

合
計
１５
通
ま
で
に
ま
と
め
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。 

１ 

閉 

式 

 

導
師
退
場 

 

ご
当
家
の
代
表
ま
た
は
司
会
者
か
ら
会
葬
者
へ

お
礼
の
あ
い
さ
つ
を
行
う
※
あ
い
さ
つ
は
出
棺

の
直
前
に
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す 

２ 

最
後
の
お
別
れ 

 

故
人
に
花
を
手
向
け
て
の
最
後
の
お
別
れ 

※
時
間
が
あ
れ
ば
一
般
の
方
も 

 

合
掌
を
も
っ
て
柩
を
閉
じ
る 

３ 

出 

棺 

 

霊
柩
車
と
手
配
さ
れ
た
親
族
の
車
両
で
火
葬
場

へ
向
か
う 

 

一
般
会
葬
者
は
合
掌
で
お
見
送
り 

 

 

４ 自宅・集会所・寺院・教会などでの葬儀 



※ 

必
ず
親
族
が
揃
っ
て
い
る
時
に
順
番
を

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。 

※ 

焼
香
の
順
番
は
葬
儀
会
場
や
葬
儀
の
規

模
に
よ
っ
て
右
の
例
と
は
異
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。 

１ 

喪
主
・
立
礼
者 

 

喪
主
を
含
む
遺
族
・
親
族
の
立
礼

者
が
先
に
焼
香
を
行
う 

２ 

各
種
代
表
・
団
体 

 

自
治
会
・
地
元
関
係 

 

市
長
・
議
員 

 

故
人
・
喪
主
・
遺
族
・
親
族
の
勤

務
先
や
関
係
団
体 

３ 

遺
族
・
親
族 

 

立
礼
者
以
外
の
遺
族
・
親
族 

 

家
族
単
位
で
記
入
し
て
い
く 

４ 

留
め
焼
香 

 

故
人
の
兄
弟
や
姉
妹
の
血
縁
の
年

長
者 

焼
香
順
位
の
書
き
方
の
例 

 

参 考 立礼者と座礼について 

 焼香所のそばや自宅の門前に立って焼香をされる会葬者に頭を下げて礼をする方を立礼者といいます。 

喪主を含む 3～5 名で行うのが一般的です。 

 自宅葬の場合、縁側や玄関口で座ったまま会葬者の方に向いて座礼をされる場合があります。 

故人の妻や喪主の妻といった女性がされるのが一般的です。 

 

 

１ 

霊

柩

車
（
市
が
手
配
し
ま
す
） 

 

火
葬
場
ま
で
先
導
し
ま
す 

 

通
常 

喪
主
が
位
牌
を
持
っ
て
助
手
席
に
乗

り
ま
す 

２ 

タ
ク
シ
ー
（
当
家
で
手
配
） 

 

助
手
席
に
遺
影
写
真
を
持
つ
方
が
乗
り
ま
す 

 

後
部
座
席
に
は
導
師
（
宗
教
者
）
が
乗
る
場

合
が
あ
り
ま
す 

３ 

自
家
用
車
（
当
家
で
手
配
） 

 

導
師
を
乗
せ
る
場
合
も
あ
り
ま
す 

 

必
ず
ど
の
車
に
だ
れ
が
乗
る
の
か
を
あ
ら
か

じ
め
決
め
て
お
い
て
く
だ
さ
い 

 

運
転
手
は
火
葬
場
の
場
所
を
事
前
に
確
認
し

て
お
い
て
く
だ
さ
い 

４ 

送
迎
バ
ス
（
当
家
で
手
配
） 

 
ご
利
用
の
前
日
ま
で
に
予
約
を
し
て
お
い
て

く
だ
さ
い 

火
葬
場
へ
の
配
車
に
つ
い
て 

 ☆ご注意とお願い 

車両の手配（バス・タクシーの予約）は 

必ずご当家で直接行ってください‼ 

※ 送迎バスは葬儀の前日までに予約。 

※ タクシーは出棺時刻の 20 分前には葬儀会場近辺に

待機するよう連絡してください。 

喪
主 故

人
の
長
男 

立
礼
者 

故
人
の
妻 

故
人
の
長
女 

各
種
団
体
・
代
表 

地
元
自
治
会
長 

班
長 

市
長 

国
会
議
員 

府
県
議
会
議
員 

市
町
村
議
員 

故
人
の
会
社 

喪
主
の
会
社 

長
女
の
会
社 

兄
の
会
社 

遺
族
・
親
族 

長
男
の
妻 

長
男
の
子 

（
孫
） 

長
女
の
夫 

長
女
の
子 

（
孫
） 

故
人
の
兄
嫁 

兄
の
子 

故
人
の
妹 

故
人
の
妹
の
夫 

妹
の
子 

故
人
の
妻
の
兄 

妻
の
兄
嫁 

妻
の
兄
の
子 

留
め
焼
香 

故
人
の
兄 

（焼香順位の具体例） 

自宅・集会所・寺院・教会などでの葬儀 ５ 

配車の日時と 

「〇月△日 □時◇分」 

配車の場所を 

バス・タクシー会社に 

お伝えください 



葬儀準備のチェックリスト～自宅・集会所・寺院・教会での葬儀～ 

 

手配するもの 内容 チェック 

案内紙の貼付 
案内紙に必要項目を記入し、自宅玄関などに貼っておいてください。

防犯のため自宅を空ける際には外しておいてください。 

□要 

□不要 
□ＯＫ 

火葬場へ行く車両 
遺族・親族の人数に合わせて送迎バスやタクシー、自家用車を用意し

てください。※詳細は５ページを参照。 

□要 

□不要 
□ＯＫ 

供花 
市営葬儀申し込みの時に決定した担当花店にお問い合わせください。

※担当花店が直接打合わせを行います。 

□要 

□不要 
□ＯＫ 

玉串・献花 
（神式・キリスト式） 

神式は玉串・神饌・常饌といったお供え物を、キリスト式は献花用の

花をそれぞれ担当花店などに注文、手配してください。 

□要 

□不要 
□ＯＫ 

粗供養品 市営葬儀登録業者の中か、懇意の業者に手配してください。 
□要 

□不要 
□ＯＫ 

仕出し料理 市営葬儀登録業者の中か、懇意の業者に手配してください。 
□要 

□不要 
□ＯＫ 

貸衣装 

貸布団 

貸衣装を利用される方は身長・胴回りなどの寸法を確認します。 

葬儀会場で仮眠をとる場合は貸布団を手配してください。 

□要 

□不要 
□ＯＫ 

受付係 

受付用テント 

机・イス 

受付係は親族・自治会・会社関係などに依頼してください。 

受付用のテント・机・イスは担当花店にお問い合わせください。 

□要 

□不要 
□ＯＫ 

式進行補助員 
葬儀の規模に合わせた人数を依頼してください。 

※詳細は 13 ページ参照。 

□要 

□不要 
□ＯＫ 

後飾りの用意 
葬儀終了後に自宅でお祀りする台【後飾】と【香炉セット】を販売し

ています。※飾り方の詳細は 15 ページ参照。 

□要 

□不要 
□ＯＫ 

宗教者へのお礼 ご当家から宗教者に直接お渡しいただきます。 
□要 

□不要 
□ＯＫ 

仏具 仏式の場合はりん・ロウソク・線香などを用意してください。 
□要 

□不要 
□ＯＫ 

焼香順位 
氏名・会社名などにはすべてフリガナを打って用意しておいてくださ

い。※書き方の詳細は５ページ参照。 

□要 

□不要 
□ＯＫ 

弔電 
本文読み上げ分 5 通と芳名のみ読み上げの 10 通（計 15 通）の弔

電に氏名・会社名にフリガナを打って用意しておいてください。 

□要 

□不要 
□ＯＫ 

埋火葬許可証 

出棺の際必ず火葬場へ持って行ってください。 

礼服のポケットなどに入れ、身につけるようにしてください。 

埋火葬許可証がないと火葬できません。 

□ＯＫ 

火葬炉の 

スイッチ 

柩が火葬炉に納まりましたら、ご当家の代表者に最後のスイッチを押していた

だきます。一般的には喪主が行いますが、ほかのご遺族または火葬場職員が行う

ことも可能です。 

□ＯＫ 

自宅・集会所・寺院・教会などでの葬儀 ６ 


